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№１０３ 
２０１２／２／２０ 

江 戸 川 区 土 木 部

沿 川 ま ち づ く り 課  

 

連絡先：推進第一係 

         ℡5668‐5877 

第１７回まちづくり懇談会を開催しました 
 日頃より区政にご理解、ご協力いただき、ありがとうご

ざいます。 

 ２月３日（金）午後７時より小岩アーバンプラザで第１７

回まちづくり懇談会を開催しました。お忙しい中お越しいた

だきありがとうございました。 

 今号のまちづくりニュースでは、今後の事業スケジュール

についてと懇談会での質疑応答等について掲載します。 
 

 
 国土交通省では、「高規格堤防の見直しに関する検討会」の取りまとめを受け、昨年の１２月に『水管

理・国土保全局関係予算決定概要』において「人命を守る」ということを最重視し整備区間を公表しまし

た。その結果、従来の区間（約 873km）から今後の区間（約 120ｋｍ）に縮小するとし、江戸川区も

今後の区間に含まれました。※整備区間については懇談会資料及びまちづくりニュース№101 を参照く

ださい。 

一方で、平成２４年度予算における具体的な扱いとして「新規箇所には着手しないこととする」との発

表があり、国の予算計上は行われない見通しと判断しています。 

このため、区では当初予定をしていましたスケジュールを見直し、以下のスケジュールを目標に事業を

進めてまいります。今後も皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

○今後の事業スケジュール（移転・除却まで） 
 

今後の事業スケジュールについて 

移転交渉・契約 

5/17 

5/17 

未 来 へ つ な ぐ ま ち づ く り ま ち づ く り ニ ュ ー ス 

北小岩一丁目東部地区 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ご意見・ご質問はこちらまで  

沿
えん

川
せん

まちづくり課推進第一係 北小岩一丁目東部地区まちづくり事務所   ℡ 5668 -5877 
※お電話は平日午前 8 時 30 分から午後 5 時までの間にお願いします。 

【URL】http://www.city.edogawa.tokyo.jp/gyosei/toshikeikaku/machidukurijoho/index.html 

 

 

第１７回まちづくり懇談会の質疑応答等についてご紹介させていただきます。 

○質疑応答 
 

Q1 なぜ北小岩一丁目東部地区を優先的に行っていくのか。 
 

A1  江戸川区は、陸域の約７割が海抜ゼロメートル地帯であり、かつ高台がほとんどない低平地の地形と 

  なっています。江戸川区だけを見れば北小岩は高いところにあるとの指摘もありますが、区全体として

見れば堤防に守られた地域です。区内のどこの堤防が決壊しても大部分の地域が浸水被害を受けること

になります。 

まちづくりの視点でみれば、本地区は地区内道路の約９割が幅員４ｍ未満の狭い道路となっているう 

え、階段や行止まり道路も多くあります。また、地区内の木造家屋の約７割が、昭和５６年以前の旧耐

震基準時に建てられた建物であり、防災性や住環境の面からみてもまちの課題が多くあります。これら

のまちの課題を解消するためにも、本地区のまちづくり事業を行う必要があると考えております。 

 これらのことから、スーパー堤防と一体となったまちづくり事業を進めています。 

 

Q２ 今回示している移転除却までのスケジュールを縮めることはできないのか。 
 

A２   今回皆さまにお示しているスケジュールは、平成２５年度初めに国と基本協定を結ぶことを前提と

したスケジュールとなっています。国と基本協定締結後、平成２５年６月に仮換地の指定を予定して

おり、そこからスケジュールを考えますと平成２５年１０月に移転除却となります。 

なお、国と基本協定締結が結べるまで土地区画整理事業に関して何も行わないということではあり

ません。昨年、皆さまに選ばれた審議会の委員の方々と審議会を開催し、平成２４年１２月の換地設

計案の供覧に向けた準備を進めてまいります。 

 

Q３ 平成 25 年度に国の予算がつくようなスケジュールになっているが、このとおり進められるのか。 
 

A3  平成 25 年度に国の予算がつくという確約があるわけではありません。しかしながら、昨年の 5 月 

17 日に事業計画決定の公告を行い、土地区画整理事業が法的に開始されております。区としては、

今後もまちづくりを進めていく所存です。 

また、まちづくりを進めていく上で、地域の方にスケジュールをお示しすることは、責任ある対応

と考えています。今後もお示したスケジュールを目標に、まちづくり事業を進めてまいりますので、

皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いします。 
 

 

 
 

 

・整備区間として位置付けられたことは、一歩前進と安堵している。 

・新規箇所には着工しないということを楯に、今後予算づけをされないのでは困る。 

・是非、早期の事業開始をお願いしたい。 

・盛土をしない区画整理を検討してほしい。 

質疑応答・意見交換等 

○その他 


